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『

地
域に
密着
した医療を 目指して

』

　近年、多くの自治体病院において経営状況が悪化するとともに、医師及び看護師

不足に伴い医療提供体制の維持が極めて厳しい状況になっていることから、総務省

は、平成19年12月経営が悪化している自治体病院に抜本的な改革を実施するため、

「公立病院改革ガイドライン」を公表し、平成20年度以内に公立病院改革プラン

を策定することが義務付けられました。

　
☆ 改革プランの概要

　「町立病院としての運営を維持し、保健･医療･福祉の連携による三位一体の体制で一貫したサービスを提

供することで安全と信頼を確保し、岩美町民の健康と生活を守り続ける」を基本方針として次の三つの視点

からなるアクションプランを策定し改革を推し進めていきます。

☆アクションプラン

◆戦略の視点

1　総合的医療・救急医療の継続及び介護・健診サー

ビスの提供

2　病床の有効活用と外来患者数の向上

3　通所リハビリの拡充                　　

4　介護型療養病床の当面の維持

5　休止病棟の活用方法の模索

6　必要な検査などの増加による診療単価向上

◆組織・人事の視点

1　地方公営企業法全部適用の経営形態の継続

2　幹部会議の戦略的組織への移行

　　（職員全員の経営参画）

3　看護師確保と定着に向けた取り組み強化 

4　医師確保と労働環境改善の取り組み強化

5　役割などの明確化及び部門別定員の見直し

6　教育訓練体系の整備と実施

◆オペレーションの視点

1　室料差額収益の向上及び不良未収金の減少

2　費用節減の取り組み強化

3　投資検討システムの再構築

4　接遇面での患者対応強化及び退院患者アンケートの継続

5　医療安全管理体制の強化

6　健康教育活動の推進及び医薬分業の当面の継続

☆ 改革プランの進捗管理

　改革プランの進捗状況は、年１回以上、病院内の幹部会議において進捗状況の評価を行い、有識者及び町

民で組織する岩美病院運営協議会において点検･評価したものを公表します。

結果として、各年度の資金収支においてプラスを実現
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